[bookmark: _Hlk189153057]様式第１号（第６条関係）

電気自動車導入補助金交付申請書兼請求書兼実績報告書

[bookmark: _Hlk188633150]                                                   　　　　年　　月　　日　
たつの市長　　　様

　　　　　　　　　　　　申請者　住　所（法人にあっては、所在地）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　

氏　名（法人にあっては、名称及び代表者の氏名）

　
電話番号　　　　　（　　　　　）

たつの市電気自動車導入補助金交付要綱第６条第１項の規定により、補助金の交付を受けたいので、下記のとおり申請・請求します。

記
１　申請者情報
	申請者区分
	事業区分
	従業者数
	資本金

	□法人
□個人事業者
	□製造業、建設業、運輸業　□卸売業　
□サービス業　□小売業　□その他の業種
	人
	円



２　交付対象車両情報
	車名
	
	
	

	型式
	
	
	



３　申請兼請求額等
	導入した電気自動車の台数
	普通
	台×１０万円＝　　　　　　円
	合計
円

	
	小型・軽
	　　台×　５万円＝　　　　　　円
	



４　振込先指定口座　（法人：法人名義、個人事業主：代表者名義）
	金融機関名
	銀行・信用組合
信用金庫・農協
	金融機関
コード
	
	
	
	

	店舗名
	本店・支店・出張所
	店舗コード
	
	
	
	

	口座番号
	
	
	
	
	
	
	
	口座種類
	普通 ・ 当座

	フリガナ
	

	口座名義人
	



５　誓約事項
たつの市電気自動車導入補助金要綱第５条に規定する補助金の交付を受けるに当たり、次のとおり誓約します。

１　導入した車両は、国が実施するクリーンエネルギー自動車導入促進補助金の交付を受けている電気自動車の自家用四輪自動車であり、たつの市内の事業所において４年以上使用します。
２　自動車製造業者（日本標準産業分類（令和５年７月２７日総務省告示第２５６号）に定める細分類番号３１１１及び３１１２に属する事業者）、自動車卸売業者（日本標準産業分類に定める細分類番号５４２１に属する事業者）及び自動車小売業者（日本標準産業分類に定める細分類番号５９１１及び５９１２に属する事業者）に該当しません。
３　当該年４月１日時点において、市内で１年以上の事業を行っており、今後も事業を継続する意思があります。
４　たつの市暴力団の排除に関する条例（平成２４年条例第１号）第２条第２号及び同条第３号に規定する暴力団員又は暴力団密接関係者に該当しません。
５　補助金の交付決定後、申請の内容について虚偽であることや不正な手段であると判明した場合、補助金の交付要件に該当しないことが判明した場合、車両登録日から４年を経過するまでに車両を処分した場合は、補助金を返還します。
６　その他要綱に記載する事項について遵守します。

　年　　月　　日

申請者（代表者名又は氏名）　　　　　　　　　　　　　　　　　


添付書類
(１)　交付対象車両の自動車検査証の写し
(２)　国が実施するクリーンエネルギー自動車導入促進補助金の交付決定通知書兼補助金の額の確定通知書の写し
(３)　市税の完納証明書
(４)　個人事業主にあっては直近の確定申告書の写し、法人にあっては登記事項証明書
(５)　交付対象車両の購入先、購入日及び購入価格が確認できる書類
(６)　その他市長が必要と認める書類

